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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱等の一部を改正する要綱（※） （会計課取扱い）１

鹿児島県告示第249号

鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱等の一部を改正する要綱を次のように定めた。

令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱等の一部を改正する要綱

（鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱の一部改正）

第１条 鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱（昭和62年鹿児島県告示第584号）の一部を次の

ように改正する。

第６条第１項ただし書，第７条第１項ただし書，第８条第３項，第８条の２第２項，第９

条第２項，第26条第２項，第28条及び別記第３号様式注２中「自動車税種別割」を「自動車

税」に改める。

（鹿児島県指定代理金融機関事務取扱要綱の一部改正）

第２条 鹿児島県指定代理金融機関事務取扱要綱（昭和62年鹿児島県告示第585号）の一部を

次のように改正する。

第19条中「自動車税種別割」を「自動車税」に改める。

（鹿児島県収納代理金融機関事務取扱要綱の一部改正）

第３条 鹿児島県収納代理金融機関事務取扱要綱（昭和62年鹿児島県告示第586号）の一部を

次のように改正する。

第８条第１項，第16条及び別記第１号様式注３中「自動車税種別割」を「自動車税」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。

（自動車税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の鹿児島県指定金融機関事務取扱要綱，第２条の規定による改

正後の鹿児島県指定代理金融機関事務取扱要綱及び第３条の規定による改正後の鹿児島県収

納代理金融機関事務取扱要綱の規定中自動車税に関する部分は，令和８年度以後の年度分の

自動車税について適用する。

３ 令和７年度以前の年度分の自動車税の種別割については，なお従前の例による。

（旧様式の使用）

４ この要綱の施行の際現に改正前の要綱に規定する様式により作成されている用紙は，当分

の間，必要な調整をして使用することができる。
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